
1 

＜視察者＞ 
委員長     西村豪武 
副委員長   森腰英信 
委員       近藤勝久 
委員      日髙和広 
委員      三樹喜久代 
委員      海野誓生 
委員      黒木万治 
委員      甲斐敏彦 
委員      岩切  裕 
委員      溝口  孝 

（平成２８年７月２５日～２６日） 

＜視察先＞ 
岐阜県 関市（タブレット端末の活用） 
滋賀県 大津市（議会基本条例、議会ミッションロードマップ）  

関市議会視察状況 



岐阜県 関市  

平成２９年２月1日現在 

人 口 ９０，０１４     人 

世帯数 ３４，７４１  世帯 

面 積 ４７２．３３     ㎢ 

一般会計歳出決算額 財政力指数 経常収支比率 

３８４億４，４８８万円 ０．６４ ９１．７％ 

うち議会費決算額 議会費の割合 議員数 

２億９，６９２万円（日向市２億３，６５０万円） ０．８％（日向市０．８％） ２２人 
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○２６年度決算 

関市 



区分 委員会名 定数 主な所管・調査事項 

常任 総務厚生 ８ 市長公室、企画部、総務部、福祉部、
市民環境部 

文教経済 ８ 経済部、農業委員会、教育委員会 

建設 ７ 建設部、水道部 

議会運営 ８ 議会運営  ※議会改革を担当 

特別 観光振興に関する調査 11 観光振興 

公共施設等再配置に関する調査 11 公共施設等再配置 
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関市議会の組織 

議場内見学時の様子 
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 タブレット端末の導入 

 導入目的 
 

 議会へのタブレット端末導入によりペーパーレス化を図り、 

 事務の効率化、コスト削減、省資源化 
を推進します。 
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 導入の経緯① 
時期 内容 

平成24年  12月補正予算で購入費を計上 

平成25年 
    2月 

 ipad12台、wi-fiルーター１台購入。 
  正副議長、議会運営委員、事務局に配布。 

    3月  事務局員が講師となり、研修会を２回実施 
 ３月定例会から常任・特別委員会で試験運用（紙と併用） 

        4月  個人所有ipadも同様に扱うことを確認。(申請により許可) 
 ６月定例会から随時ペーパーレス化への移行を確認。 

    6月  ６月補正予算で、11台を追加購入（計23台）。 
 未貸与議員にも配布し、研修会を３回実施。 

        9月  ９月定例会から本格導入。（紙と併用） 

   10月   ルーター１台追加、端末使用規程(※)の制定、研修会の実施 

12月   12月定例会から完全ペーパーレス化の実施 

※ 使用規程は、問題発生時に代表者会議で協議することで比較的緩やかな制限と 

  している。（関係ないページ・ＳＮＳ不可、情報管理の徹底など） 
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 導入の経緯② 

時期 内容 

平成26年
3月 

 ３月定例会前に研修会を実施 
 会派代表者会議で議会棟のwi-fi環境整備推進を決定。
（ルーター通信からwi-fiスポット通信への移行） 

6月  ６月定例会前に研修会を実施 

8月  議会棟・行政棟のwi-fiスポット整備完了 

平成27年 
6月 

 会派代表者会議でipad以外のタブレット機器の使用を許可 
  → 慣れた機器、アプリなど自分流にカスタマイズ… 

12月  会派代表者会議でノート型パソコンの使用を許可 
  → 複数画面が見れる、画面が大きい、メモが容易… 

現在の使用状況 
・公費購入機の使用者（12名） 
・個人所有機の使用者（９名） 
・両機を併用している者（２名） 
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２ＧＢまで無料なので、その範囲で使用中（３年目で１０％ほどの使用量） 
 → すべてＰＤＦとし、画像や動画はアップしない。 

セキュリティのためメールを活用 

議員は、複数端末
を登録できない。 

端末購入先から活
用の提案があった。 

7 
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 タブレット端末の便利な機能と活用 

○ データ通信機能   クラウドサーバーを利用して最新の情報を共有 

                ・ 市政の概要、計画、ガイドブックなどの閲覧 

                ・   議案の差し替えなどはデータ更新だけでＯＫ 

                ・   招集通知や各種文書の一斉配信 

 

○ カレンダー機能    スケジュールを共有、事務局で一括管理 

                ・   個人スケジュールも管理ＯＫ（他人は閲覧不可）。 

 

○ カメラ機能           現場写真などの整理や送信も簡単 

                                  ・   新聞記事のスクラップアプリも活用 

 

○ メール機能      従来のＦＡＸに代えて、全てメールで通知 
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 導入にかかった経費① 

【導入時：Ｈ２５．２～９】 

ｉｐａｄ本体 42,800円×23台 984,400円 

wi-fiルーター 33,600円×２台 67,200円 

ルーター契約事務手数料  3,150円×２台 6,300円 

Adobe Acrobat ※ 38,745円×２個 77,490円 

本体カバー 

保護フィルム 

Ipad置台 

3,220円×23個 

2,480円×23個 

 120円×50個 

74,060円 

57,040円 

6,000円 

導入時経費合計 1,272,490円 

※ ＰＤＦデータを修正できるソフト 
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 導入にかかった経費② 

【導入後の工事】 
 ・議会棟・行政棟wi-fiスポット設置工事（Ｈ２６．８）    約６００，０００円 
 ・機器の充電ができるよう議場の電源工事（Ｈ２７．８）   １６２，０００円 
 
【導入後の追加購入品】 

ｉｐａｄ置台 129円×30個 3,870円 

コンセントタップ 190円×25個 4,750円 

延長コード  11本 8,222円 

【ランニングコスト】 
・Ｗｉ－Ｆｉルータ使用料（１台分）       月額３，８８３円 
・議会棟Ｗｉ－Ｆｉスポット通信料      月額５，９４０円 
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 ペーパーレス化の実績と効果 

１ 使用する紙・印刷費の削減 

年度 

データ化された紙の枚数 コスト換算 

・25年度  3．46円／枚 
・26年度  3．51円／枚 
・27年度  3．56円／枚 

議員１人当たり 議員＋事務局員 

25 ２，４０３ 枚 ７１，２１０ 枚 ２４６，３８６ 円 

26 ３，１８６ 枚 ９４，４２３ 枚 ３３１，４２２ 円 

27 ３，３４５ 枚 ９４，０７２ 枚 ３３４，８９３ 円 

計 ８，９３４ 枚 ２５９，７０５ 枚 ９１２，７０１ 円 

※ 特別委員会、全員協議会、行政視察等の資料もペーパーレス化 

２ 印刷製本等に係る人件費・委託費の削減 

３ 資料配布、情報提供の迅速化、効率化 
ただし、執行機関は 
ペーパーレス化して
いない・・・ 
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 議会配布資料の状況 

○ 平成２７年９月定例会の本会議７日前配信分の例 

使用会議 資料名 頁数 提供方法 

本会議 
委員会 

・ 定例会招集通知 
・ 会期日程（議運決定） 
・ 予定議案（議案説明資料、決算の概要） 
・ 議案書 
・ 新旧対照表 
・ 補正予算書 
・ 歳入歳出決算書 
・ 主要な施策の成果等説明書 
・ 水道事業会計決算書 
・ 決算審査意見書 

１ 
１ 

21 
101 
65 
93 

 
282 

 
100 

データ 
データ 
データ 
データ 
データ 
データ 
冊子 
データ 
冊子 
データ 

データ化した資料の合計 664 

※ 決算書はＡ４見開きのため、画面で見づらい、文字が小さくな る、ページ送り 

   が面倒ということで、代表者会議で冊子配布に決定。 

※ 事前に配信できない資料は、当日に紙で配布 

※ 個人情報を含む資料（損害賠償事件）などは、紙で配布 
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 今後の課題 

１ タブレット端末の更なる活用の推進 

 ・ 操作方法の取得    …  手書きメモ、新しいアプリ 

 ・ 会議での活用        …  電子採決（専用システムでなく経費をかけない方法） 

 ・ 会議以外での活用…   議員活動、会派活動 

 

２ 端末の更新、貸与機種の検討 

 ・ 機器の寿命が５年と言われる。導入から３年を経過し、空き容量・バッ 

  テリー劣化の課題もあることから、個人所有機の活用も含めて今後２年 

  ほどかけて更新を検討 

 ・ 当初から経費を抑えた無料クラウドを使用しているが、Ｓｉｄｅ－Ｂｏｏｋｓ 

   など会議専用システムの導入も検討 

 

３ 会議で使用できる電子機器の検討 

 ・ 音の鳴らないキーボード、音の鳴らない使用方法 

 ・ 現状では、タブレットかパソコンのみ（スマートフォンは、傍聴者からの 

  見た目が違うので禁止） 
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 主な質疑・意見交換 

Ｑ： データが送信されたことはどのように知るのか？ 
Ａ： 事務局から、各議員の携帯アドレスにデータを送信したので閲覧するよう依 
  頼のメールが送られてくる。 

Ｑ： 導入に際しての議員の反応、活用状況は？ 
Ａ： 反対意見はほとんどなかった。閲覧は全員可能だが、会議では必要な部分を 
  印刷して持ってきている議員もおり、活用の度合い・習熟度に差はある。メモ 
  アプリを使えるのは数名のみ。 

Ｑ： 執行機関側の導入の動きは？ 
Ａ： ない。当初、議会からも同時導入を提案したが、セキュリティ上の懸念や答 
  弁資料など公開不可のものの扱いなど課題があると聞く。 

Ｑ： 具体的な事務量の削減は？ 
Ａ： 各種通知や緊急連絡もメールとなり、議案配布、議案差替え事務などで効率 
  化が図れる。 

Ｑ： 貴市システムの特徴は？ 
Ａ： 紙面を画面にして容易に閲覧できること、できるだけ安価に運用できること 
  を重視している。有効な汎用アプリがあれば取り入れる。タブレットをどのよ 
  うに管理・活用するかは自己責任。汎用会議システムでは、親端末からの遠隔 
  操作が可能なものもあるが、自分のペースで活用することが基本。 
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● 「事務の効率化、コスト削減、省資源化」については、導入３年経過後もな 
 お運用上の課題があるようだ。①ＩＴリテラシーの向上と議会内での最新の情 
 報の共有、②タブレットを持つことによりＩＴが議員能力をサポートする、③ 
 資料や写真などを活用した住民説明も可能となり、コスト縮減が可能、④議員 
 活動に無限に可能性が出てくる、⑤「議会・議員のやる気次第、議員たる者は 
 文明の利器を使いこなせなくてどうする」という言葉に賛同できる。本市に導 
 入するとなれば、ペーパーレス化や事務の効率化等よりも、①～⑤に重きを置 
 くべき。 
 
● 関市は経費節減の観点から導入しているが、まずはどのように使うか、メリ 
 リットは何かを十分議論し、議員力向上のために導入すべき。 
 
● 導入に当っては、「端末使用規程」「情報管理規程」等を定めることが必要。 
 関市はドロップボックスを採用しているが、Side-Booksなど他システムとの 
 比較検討が必要で、メモ機能の拡充が望まれる。研修会を開催しリテラシー能 
 力を高めることが必要。市民への情報公開の密度がより濃くなることを考えれ 
 ば、将来的にタブレットを導入すべき。 
 
● 議会がおかれている立場を市民に理解されるように努力している姿を感じた。 
 

 ～委員の所感①～  
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● 完全なペーパレス化となっていないため、大幅な経費削減はできていない印 
 象だが、情報共有レベルで個人差がなくなるのは現代にマッチしている。ただ、 
 使いこなすという面での個人差は否めない。導入に際しては、かなり細部まで 
 知恵を絞らないと使いこなすことはできないと感じた。 
 
● 全議員がタブレットを使えるよう十分な研修が行われている。今後、執行機 
 関側との有効利用を含め、活用が進むものと思われる。 
 
● 平成25～27年のコスト削減実績が、年平均31～32万円程度である。導入 
 時のコスト、ランニングコスト、執行機関側が未導入の状況で導入目的が果た 
 されているとは思えないが、一定のアピールになる。時代の進展に伴い、議会 
 でもＩＣＴ化を図る目的の方が理にかなう。 
 
● 平成24年から約１年でペーパーレス化に移行した 
 取り組みは、高く評価できる。情報やスケジュール 
 の共有、メール通知などのメリットを強調していた。 
 本市でも本格的な議論をしてみるのもいいのでは。 
 
 

 ～委員の所感②～ 
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● そもそもデジタル文字になじめるのか、議員だけでペーパーレス化して如何 
 ほどの経費が削減できるか、端末の更新費用やセキュリティ対策の問題、活用 
 上の公私の区別など疑問は尽きない。議会のＩＣＴ化は避けられない課題だが、 
 議会だけというのはあり得ない。私もタブレットを実際に持っていて、クラウ 
 ドサーバーを利用した業務、資料収集、保存、データ活用など利便性は実感し 
 ているが、これを公費を使って議会に導入するとなると話は別で、慎重になら 
 ざるを得ない。「新し物好き」的な導入はやめた方がよい。ソフト会社主導の 
 導入も要注意。全庁的なペーパーレス化、デジタル化、タブレットを使った議 
 案説明・一般質問など議会運営も含めた具体的な改革に中でじっくり考えて対 
 応する課題である。 
 
● 使いこなせば非常に利便性が高く、効果的であると思う。ただ、活用・習熟 
 には個人差があること、セキュリティ面で整理すべき点がある。ペーパーレス 
 に移行しても３分の１の議員が印刷・持参の実態もあった。タブレットを導入 
 している他の先進例でも、議会側が先行し執行機関側との調整がうまくいって 
 いないものも見られ、本市での導入には更なる研究が必要と感じた。 
 
 

 ～委員の所感③～ 



滋賀県 大津市  

平成２９年２月1日現在 

人 口 ３４２，４３６  人 

世帯数 １４４，９９７ 世帯 

面 積 ４６４．５１    ㎢ 

一般会計歳出決算額 財政力指数 経常収支比率 

１，１５０億２，４４０万円 ０．７９ ８９．４％ 

うち議会費決算額 議会費の割合 議員数 

６億６，９６４万円（日向市２億３，６５０万円） ０．６％（日向市０．８％） ３８人 
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○２６年度決算 

大津市 



区分 委員会名 定数 主な所管・調査事項 

常任 予算 37 予算 

決算 35 決算 

総務 10 政策調整部、総務部、消防局、議会、監査、選
挙管理、市民病院、ケアセンターおおつ、ほか 

教育厚生 10 福祉子ども部、健康保健部、教育委員会 

生活産業 ９ 市民部、産業観光部、環境部、農業委員会 

施設 ９ 都市計画部、建設部、企業局 

議会運営 12 議会運営 

特別 公共施設対策 ９ 公共施設の整備、マネジメント 

高齢者生活支援 ９ 高齢者の暮らし 

総合観光対策 ９ 総合的な観光施策 

防災対策 ９ 防災、危機管理対策 
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大津市議会の組織 
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20 
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 議会基本条例 

１ 政策検討会議での検討 

   議会からの政策提案のために、テーマを出した提案会派等が座長を務 

   め、各会派から選出した議員で構成する。（提案会派２名、各会派１名） 

年度 実績 

２３ 議員政治倫理条例の制定 

２４ いじめ防止条例の制定 

２５ 議会ＢＣＰ（業務継続計画）の策定 

２６ 議会基本条例の制定 
災害等対策基本条例の制定 
いじめ防止条例の一部改正 

２７ 議会ミッションロードマップの策定 
がん対策推進条例の制定 

２８ 議決事件の拡充 
仮称：土地利用基本条例の制定（２年間） 
議会における行政評価（２年間） 
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 条例づくりをはじめ様々な政策提言等、政策立案

機能向上のため、大学と協定等を締結し、必要な
支援を受けるもの。 ⇒ パートナーシップ協定 
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◆専門的知見の活用・・・大学とのパートナーシップ協定の締結 

龍谷大学 

（Ｈ２３．１１締結） 

・いじめ防止条例の講師紹介 

・議員研修会の講師 

・議会報告会のファシリテーター派遣 

・議員研修会の進行と調整 

・大学図書館との連携 

立命館大学 

（Ｈ２６．１締結） 

・議員研修会の講師 

・議会基本条例の助言 

・インターンシップ受入れ 

同志社大学政策学部・ 

大学院総合政策科学研究科 

（Ｈ２６．４締結） 

・議員研修会の講師 

・議会ＢＣＰの助言 

・災害等対策基本条例の助言 

・議会放送番組のコーディネーター 
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 議会基本条例 

１ 制定の意義 －２つの側面－ 

    

・ これまでの議会改革の歩みを後退させないための市民との約束 
・ 議会の組織や運営などの基準や行動方針を示し、他の議会例規を束ねる 
     実質的最高規範 

改革条例・最高規範条例 

前文 
第１章 総則 
第２章 議会及び議員の活動原則等 
第３章 議会と市民との関係 
第４章 議会と市長等との関係 
第５章 議会の機能強化等 
第６章 補則 

【特色】 
① 議会運営のみならず、議会組織についても定めた。 

② 議会例規ナビとしての役割 

③ 議会全体の例規構成をシンプルに 
             ↓ 

地方自治法により議会が条例で定めるとして 

いるものは、できるだけ議会基本条例に取り 

込んだ。 

 



会議条例 
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◆ 例規体系イメージ 
地方自治法 

定例会 
回数条項 

議員定数 
条項 

議決事件 
条項 

専決処分 
条項 

事務局 
設置条項 

政務活動 
費条項 

議員報酬 
条項 

政治倫理 
条項 

議決事件 

専決処分 

会議規程 

傍聴条例 政務活動 
費交付 
条例 

議員報酬 
条例 

政治倫理 
条例 

委員会 
条例 

委員会 
傍聴条例 

委員会 
規程 

議会基本条例 

本会議 委員会 

※ 廃止し基本条例に統合したもの 

  ・ 議員定数条例 

  ・ 定例会回数条例 

  ・ 議決事件条例 

  ・ 事務局設置条例 

  ・ 市長の専決処分条例 
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◆ 特徴的な条項 ① 

条文 解説 

（災害時の議会対応） 
第６条 議会は、災害時においても、議会機能 
 を的確に維持しなければならない。 
２ 災害時の議会の行動基準等に関しては、大 
 津市議会業務継続計画（議会が災害時におい 
 ても議会としての権能を果たすために必要な 
 事項を定めた計画をいう。）で定める。 

 東日本大震災における被災都
市の議会で、議会を機能させる
体制が整っておらず、議決機関
としての役割を果たせなかった
ことを教訓とした。災害時の組
織体制や議会の行動基準に関し
ては、大津市議会業務継続計画
（議会ＢＣＰ）に定める。 
 

（議員報酬） 
第10条 議員報酬は、二元代表制の趣旨及び社 
 会経済情勢を勘案するとともに、議員の活動 
 状況を反映し、定められなければならない。 
２ 前項の規定に基づく議員報酬については、 
 大津市議会議員の議員報酬等及び非常勤職員 
 の報酬等に関する条例（昭和31年条例第19 
 号）で定める。 
 

 二元代表制の一翼である市長
が常勤職であることに鑑み、同
じく公選たる議員が兼業するこ
となく議会活動と議員活動に専
念し、監視機能や政策立案機能
を果たすことができるよう定め
る。 
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◆ 特徴的な条項 ② 

条文 解説 

（確認の機会の付与等） 
第18条 議員は、会議等において質問又は質疑 
 （以下この条において「質問等」という。） 
 を行うに当たっては、当該質問等の論点を明 
 確にし、市民に分かりやすい方法で行わなけ 
 ればならない。 
２ 市長等は、会議等における質問等に対して、 
 議長又は委員長の許可を得て、答弁に必要な 
 範囲内で当該質問等の趣旨を確認するための 
 発言をすることができるものとする。 
３ 議長は、議員又は委員会による条例の提案 
 及び議案の修正の提案に対し市長等が意見を 
 述べる機会を与えることができるものとする。 
 

 議会からの条例提案や議案修
正に対して、市長等が意見を述
べたいという意向がある場合で
も従前はその機会がありません
でしたが、議会での議論を深め
るために必要があるときは、意
見陳述の機会を設けることを定
める。 
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◆ 特徴的な条項 ③ 

条文 解説 

（専門的知見等の活用） 
第24条 議会は、議案等の審議の充実、政策形 
 成機能の強化及び政策の効果の評価に資する 
 ため、学識経験を有する者等の専門的知見を 
 積極的に活用するものとする。 
２ 議会は、前項の目的を達するため、大学等 
 との連携の更なる推進に努めるものとする。 
 
（附属機関等の設置） 
第25条 
３ 議会は、市政の課題に関し政策の提言又は 
 条例の策定等の必要があると認めるときは、 
 議員で構成する政策検討会議を置くことがで 
 きる。 

 第25条第３項を「政策検討会
議」の設置根拠とする。 
 また、第24条においてその効
果的な運用のために大学等との
更なる連携の推進により専門的
知見を積極的に活用していくこ
とを定める。 
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◆ 特徴的な条項 ④ 

条文 解説 

（議会局の設置及び体制強化） 
第26条 議会に関する事務を処理するため、法 
 第138条第2項の規定に基づき、議会に事務局 
 として議会局を置く。 
２ 議会局に事務局長としての局長及び書記そ 
 の他必要な職員を置く。 
３ 職員の定数は、大津市職員定数条例(昭和 
 25年条例第11号)の定めるところによる。 
４ 議会は、議会及び議員の政策立案能力を高 
 めるため、議会局の法務及び財務等市政に関 
 する調査機能の強化に努めるものとする。 
 

 大津市議会事務局設置条例を
廃止し、本条を根拠規定として
組織名称を「議会局」とする事
務局を設置しました。議会を支
える体制をより充実・強化して
いくことを定める。 

（予算の確保） 
第28条 市長は、二元代表制の趣旨を踏まえ、 
 議会が議事機関としての権能を確保するとと 
 もに、より円滑な議会運営を実現し、かつ、 
 政務活動機能の充実を図るために必要な予算 
 の措置に努めなければならない。 
 

 議会の予算についても提案権
は市長にあることから、市長に
対し公選たる議員の立場を十分
に考慮して、政務活動費をはじ
めとする適切な予算措置に努め
るよう定める。 
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 議会ミッションロードマップ 

１ 策定経緯 

  Ｈ２７．３  大津市議会基本条例の制定 

  Ｈ２７．５  大津市議会新体制スタート（同年４月改選） 
         ・ 議会基本条例の「具現化」 
         ・ 議会活動に対する市民への「説明責任」 
         ・ 市議会の「見える化」 
 

議会ビジョンの
共有化 

議会力の向上 チーム大津市議会 

基本的 
方向性 
の協議 

テーマの 
協議・ 
選定  

テーマの 
選定・ 

工程協議 

会派提案
テーマの 
協議 

ロードマップ
案の協議 

H27.6 H27.7 H27.7 H27.8 H27.8 

タブレットで全議員が情報共有！ 
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 ～議会の責任と実行～ 

２ 概要 

  市民との約束である議会基本条例を具現化するため、議会版実行計画   

   として策定。議員任期４年間における議会活動の実行目標やその工程を 

 任期当初に設定することで、全議員が市議会としての議会活動への共通 

 理解を深め、そのビジョンを共有することで議会力を高めるとともに、議会 

 活動に対する市民への説明責任を果たし、市議会の「見える化」の推進を 

 図る。 
 

【基本理念】 
市民自治の観点から時代を先導し、真の地方自治の実現を目指す 

【基本方針】 
① 二元代表制の一翼を担う議決時間としての責任を自覚し、その機能 
 を最大限発揮すること。 
② 市民に対し市政の課題などの情報を積極的に公開し、負託を受けた 
 市民に分かりやすい開かれた議会運営を行うこと。 

市民に分かりやすい 開かれた議会を目指して 



32 

 議会ミッションロードマップ 

３ 対象期間 

  議員任期がＨ２７．５．１～３１．４．３０であることを踏まえ、Ｈ２７．１０．１ 

 ～Ｈ３１．３．３１とする。 

 

４ 策定方法 

  政策検討会議における協議を踏まえ、全議員へ報告後、議会運営委員     

  会で全会一致により策定。 

 

５ 実行テーマの選定 

  各会派が、政策立案及び議会改革の分野から４４件を提出。ロードマップ 

 に相応しいものを抽出した後、共通性・ 市民性・緊急性・有益性・提案会派 

 数の５項目で評価して、これまでの政策検討会議での条例制定に要した日 

 数やその他の経験値などを総合的に検討し、選定した。 
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実行テーマの分類 

実
行
テ
ー
マ 

政策立案 

議会改革 

施策提案 

行政検証 

条例制定 

議会運営 

住民参画 

機能強化 

広報広聴 

５つの選定基準 
－３段階評価－ 

市民性 

共通性 

緊急性 

有益性 

提案数 

議会として取り組むも
のか？ 

市民に直接かかわり
があるか？ 

課題の明確性は？ 

有効性、必要性、実行
性、将来性は？ 

多くの会派が必要とし
ている？ 



 ６ 実行テーマ 

１  がん対策推進基本条例 

２  土地利用基本条例 

３  交通基本条例 

４  議決事件の検証 

５  議会における行政評価 

６  若者の議会への関心と投票率向上の仕組みづくり 

７  専門的知見を有する職能集団との連携強化 

８  政策形成過程における住民参加のあり方検討 

９  議会活動の評価制度の構築 

１０ 正副議長の立候補制、所信表明制、議長記者会見の導入 

１１ 議会図書室の充実 
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◆ テーマの取組み内容（一部） 
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◆ 実行テーマの次に、取組み必要性が高いと評価されたテーマ 
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 議会ミッションロードマップ 

７ 進行管理、検証、評価 
  
 (1)  担当する機関 
     ロードマップの進行管理は、議会運営委員会が行う。 
 (2)  実施時期 
     原則として毎年１回、３月に実施。ただし、議会運営委員会が必要と 
      判断した場合は、この限りでない。 
 (3) 手法 
     当該年度に実施しているテーマの進捗状況を検証し、次年度以降の 
      テーマの確認（テーマ、取扱順位、工程の変更を含む）を行う。 
  (4) 最終年度は、４年間の成果を外部からの視点も取り入れて客観的・総 
    合的に評価・検証し、次期議員任期における議会活動に活用する。 

・平成27年度テーマと評価  ・・・ ４テーマすべて目標達成 

・平成28年度テーマの確認 ・・・ 当初の計画どおり 

・全テーマと全工程の確認  ・・・ １テーマの行程を見直し 
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 主な質疑・意見交換 

Ｑ： 議会報告会は行っているか。議会活動に対する市民の関心は？ 
Ａ： 一度行ったが成果が上がらず、現在は団体等と意見交換を年３～４回行うよ 
  うにしている。会議のネット中継やフェイスブックも開設しているが、効果は 
  不明。マニフェスト大賞を受賞してから注目度は高まった。 

Ｑ： がん対策推進条例の制定に議会側が取り組んだ経緯は？ 
Ａ： 各派が一般質問で条例制定を執行機関に提案したが進展せず、それならば議 
  会側から作ろうという機運が高まり、政策検討会議で議論した。担当課との協 
  議や医師会・保健所との意見交換、大学教授の助言などを得て実効性のある内 
  容で定めた。 

Ｑ： 議員力向上、傍聴者増に向けた取り組みは？ 
Ａ： 質問力向上の研修を議場で行った。政策検 
  討に入る前には必ず研修会を開き、共通理解 
  を図るようにしている。 
   傍聴者受付での氏名記入は廃止した。 

Ｑ： 議員間の連携が円滑のようである。 
Ａ： 意識の温度差は当然あるが、会派間の行き 
  来が柔軟で、機関・組織としてまとまるとい 
  う“文化”があると感じる。 

議場内の大型スクリーンで説明 
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● 「議会の責任と実行～市民に分かりやすい、開かれた議会」を目指した議会 
 の「見える化」の取組みであるミッションロードマップの策定は大変良い。本 
 市への導入は、全議員の意識改革による議員力の向上や取組み環境の整備を図 
 ることが前提で、かなりハードルは高い。まずは、議会基本条例を今年度中に 
 策定し、先進事例を参考に次のステップを踏めればいいと考える。ロードマッ 
 プの実行テーマの設定についても多くの課題を感じた。 
 
● ３年連続でマニフェスト大賞を受賞するなど、全国でも抜きん出た市議会に 
 ふさわしい地に足のついた改革を実行している。問題意識が高く、ミッション 
 ロードマップも全議員がチームとして市民のために任期４年間の行動を明らか 
 にするという独自の手法は大変参考になる。そのまま導入するにはハードルが 
 高いと思うが、散りばめられたビジョンを日向市議会に活かしていきたい。 
 
● 「市民に分かりやすい、開かれた議会」を目指して議会活性化に取り組んで 
 いる。主役は誰かという事を改めて考える必要がある。私たちも市民から「活 
 動が見えない」という声をよく耳にする。議会が変われば、市政が変わるとい 
 う認識をもって取り組まねばならない。二元代表制の一翼を担う議会は、開か 
 れた議会として議会報告会や市民及び各団体との意見交換会を含め、市民との 
 距離を縮めて市民自治の観点から時代を先導し、真の地方自治の実現を目指さ 
 なくてはならない。 

 ～委員の所感①～ 
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● もともと議会改革と議員提案の条例制定などに積極的な下地があると思われ 
 た。議員間の意識の違いはあるが、徹底した議論と意識向上を目指す姿勢は見 
 習うべき。我が市では議会基本条例の策定も重要であるが、議員の意識向上が 
 まず重要で、議員全員が同じ方向を向いた改革の必要性を感じた。 
 
● 先進的な議会であり、前進への意気込みが感じられる。議員活動の「見える 
 化」の具体化や専門的知見の活用に優れ、機関議会としての議員間の連携も良 
 好のようである。 
 
● まさに議会改革のお手本である。①政策立案機能の強化、②審議の活性化、 
 ③議会活動の透明性向上などに取組み、その中心が議会運営委員会の諮問を受 
 けた「議会活性化検討委員会」であり、オール議会として取組む“司令塔”で 
 あると理解できた。ミッションロードマップは議会基本条例を具現化する実行  
 計画で、議会の「見える化」を推進するものであるが、本市でも議会基本条例 
 を制定するだけでなく、制定後の自己評価が必要と感じた。 
 
● ミッションロードマップは、相当の政策能力の専門的知識を高めないといけ 
 ないと感じた。大学との協定など環境にも恵まれている。がん対策推進条例の 
 制定も執行部、病院、医師会など幅広く専門家と協議を進めていた。議会基本 
 条例は、議会改革の歩みを後退させない議会運営や行動指針などを示した実質 
 的最高規範であり、先進的な散り組みが評価されていることがわかった。 

 ～委員の所感②～ 
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● 大学との協定など恵まれた環境である。議会基本条例で議員報酬を定めてい 
 ることに議会活動への対価という責任を感じる一方、「二元代表制の一翼であ 
 る市長が常勤職であることに鑑み、同じく公選たる議員が兼業することなく議 
 会活動と議員活動に専念し、…」は理解できるが、現状において市民に理解さ 
 れるには、総論、各論があると感じる。議会局の設置・体制強化は、刻々と変 
 化する市民ニーズに応えるべき議会にとって重要であると感じた。 
 
● 前例にとらわれず市民のためにできることからやっていく、議会としての一 
 致点を見出し「チーム議会」として取り組む明確な理念がある。ビジョンの共 
 有化を図り、設定した期間の中で議論が積み上げられていく仕組みがある。 
  一つ一つの項目は、議運で賛同のあった 
 テーマを政策検討会で議論。全会一致を原 
 則とするが、会議への参加や最終判断につ 
 いては試行錯誤しているとのこと。ミッシ 
 ョンを遂行する特徴として、大学との協定 
 や、議会事務局の強化、議会・執行機関と 
 もタブレットを活用して議会に臨んでいる 
 点もある。本市も議会基本条例を制定する 
 が、制定後の具現化、市民への説明責任、 
 議会の「見える化」が試されると思う。 
 

 ～委員の所感③～ 

タブレットを活用した審議 
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● 議会基本条例は、平成27年4月制定と比較 
 的最近だが、内容は間違いなく最先端。二元 
 代表制のもと議会機能の強化と言う点で総務 
 省に挑戦状を突きつけている感がある条項も 
 あり、自信と誇りが全面に表れている。これ 
 ほど基本的な法律論を踏まえて、安易に前例 
 に妥協せず、分権改革の志高く制定している 
 例はないと思う。ミッションロードマップの 
 策定は、敬服せざる得ない。考えているレベ 
 ルが違う。市民力、議員力の差と言うべきか。 
 平成２７年度から取り組み、すでにＨＰ上で 
 点検結果が公表されている。議会が約束を守 
 っているかどうか市民が確認できる。大津市 
 議会の先進性は、議員個人が頑張っているだ 
 けでなく、合議体として、議事機関として、 
 組織として市民に改革を約束し、市民がそれ 
 を監視するシステムを作っていることだ。本 
 市議会を含めほとんどが、議員の個人的活動 
 評価が主流で、合議体・機関として機能して 
 初めて制度が求める民主主義の効果が発揮で 
 きる認識に極めて乏しい。大津市に学ぶべき 
 一番は、そのことだと実感する。  

 ～委員の所感④～ 
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※ 本書の写真の一部は、「関市ホームページ」、「関市議会だより」、「大津市議会ホームページ」、
「おおつ市議会だより」 から引用しました。 


